
ぐんまの木で温もりのある空間づくり事業の概要
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【背景/目的】 老朽化による建替期の小中学校や過疎・少子化による統合校、高齢化による老人施設の新設など公共施設の建設増加が見込まれるが、公
共施設の木造率は低い状況にある。このような中、市町村と連携し、大量の木材利用が期待できる公共施設の木造・木質化を支援することで一層の県産材需要
の拡大を図る。

【事業内容】
市町村木材利用方針※の策定済み又は見込みの市町村において、次の要件を満たす、学校法人、社会福祉法人等が教育・福祉関連施設を木造・木質化する
場合に支援を行う。

①対象経費・・・内外装等の県産材による木質化に要する経費

②補助要件・・・床、壁、天井、外壁の木質化で、使用部材厚が12mm以上であること
③補助金額・・・学校法人・社会福祉法人等：6,000円/m2（県3,000円/m2【上限300万円】 市町村3,000円/m2）

【床】

①対象経費・・・外構施設の県産材による木造化に要する経費

②補助要件・・・2m3以上の木材使用量があること
③補助金額・・・学校法人・社会福祉法人等：1/2（県1/4【上限100万円】 市町村1/4）

【壁】 【天井】 【外壁】

【柵】 【柵】 【ウッドデッキ】 【パーゴラ】

※主な外構施設の例
上記写真以外にも本体施設と一体的な、四阿、
駐輪場、門など（遊具は対象外）

★★★問い合わせ先★★★
群馬県環境森林部林業振興課
県産木材振興係(027-226-3240)

※市町村木材利用方針とは、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」（平成22年法律第36号）に基づく市町村方針をいう。


